
仕様書 

 

１ 件  名   水循環型シャワー設備購入 

 

２ 数  量   ２基 

 

３ 仕  様   別紙のとおり 

 

４ 納入期限   令和９年２月２６日まで 

       ※ ただし、納入日時の詳細については発注者と別途協議する

こと。 

 

５ 納入場所   発注者が指定する場所 

 

６ その他 

 ⑴ 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は発注者及び受注

者が協議し、対応を決定すること。 

 ⑵ 製品は新品で、２基とも同一製品であること。 

 ⑶ 製品は、極端に高温な環境や低温な環境での使用を想定しておらず、凍

結することがなく直射日光の当たらない平坦な場所で利用することを前提

として、災害現場等において使用可能であること。 

 ⑷ 納入に係る運搬、搬入、組立及び試運転に要する費用は受注者の負担と

する。 

 ⑸ 納入の際は安全に配慮し、発注者が指定する場所に納入すること。 

 ⑹ 納入及び設置に伴って必要な場合は養生を施すなど、備品、建築物等を

破損しないよう必要な措置を講じること。納入及び設置時における備品、

建築物等への損傷は、受注者の負担により補修すること。 

 ⑺ 梱包材等の廃棄物は受注者の責任において引取り処分すること。 

 ⑻ 納入時に職員向けに操作説明及び取扱いの説明を実施すること。 

  



【別紙】 ３ 仕様について 

 

１ 基本性能 

 ⑴ 一度給水した水を循環して、少なくとも１００回以上繰り返し使用する

ことができる機能を有していること。 

 ⑵ 水を循環している間にもシャワーの使用が可能であること。 

 ⑶ 水循環型シャワー設備内で循環される水の水質は、設備を適切に使用す

る場合において「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に準拠する

ように保たれるものであること。また、「ＷＨＯ飲料水水質ガイドライ

ン」に準拠した製品であること。 

 ⑷ 上下水道に接続することなく使用できること。なお、別途上下水道に接

続することができる機能を有していても差し支えない。 

 ⑸ 水質の状況を自律的に管理する機能及び制御する機能を有すること。 

 ⑹ 災害時の避難所、屋外施設等において使用可能であること。 

 ⑺ シャワー使用中に異常が発生した際にランプの点灯や通知音等で通知す

る機能を有すること。 

 ⑻ 特殊な運搬機材を必要とせず、一般的な車両等で運搬が可能であるこ

と。 

 ⑼ 容易に設営することができ、専門知識を有しない者でも実施可能である

こと。 

 

２ 水循環型シャワー設備 

 ⑴ ＡＣ１００Ｖ電源（国内仕様）で使用可能であること。 

 ⑵ フィルター交換については避難所の避難者が実施することを想定し、専

門知識がなくとも実施できる容易な作業であること。 

 ⑶ シャワーは温度調整機能を有し、３５度から５０度程度の温水を使用す

ることができるものであること。なお、別途冷水を使用することができる

機能を有していても差し支えない。 

 ⑷ タンク類に給水する水は水道水又はそれに準ずる程度の水質の淡水とす

る。 

 

３ 付属品 

 ⑴ 給湯器設備 

   耐震自動消火装置、燃焼安全装置停電安全装置等の装置を備え、水循環

型シャワー設備の利用時に事故を防ぐための機能を有していること。 

 ⑵ シャワーテント 

   外から透けない素材で、撥水加工を施していること。シャワー使用時の

排水を円滑に集水できる床面設備を備えること。また、固定用のペグ及び

ロープその他の床面に固定するための設備を有していること。 

 ⑶ 脱衣テント 



   テント内にシャワーテントを設置することができ、着替え可能なスペー

スを有しており、外から透けない素材で、撥水加工を施していること。ま

た、固定用のペグ及びロープその他の床面に固定するための設備を有して

いること。 

 ⑷ ＬＥＤ照明 

   シャワーテント及び脱衣テントで使用するため、防水機能を有し、吊り

下げて使用することができること。 

 ⑸ タンク類 

   各種タンクにおいては利便性も考慮し、十分な量を貯水できること。 

 ⑹ 接続ホース類 

   シャワーテント設営に係る必要な各種ホースを用意すること。ただし、

寸法は用途に応じて適当なものであること。 

 ⑺ フィルターセット 

   ろ過機能等を有しており、水循環型シャワー設備に適合するものである

こと。 

 ⑻ 取扱説明書 

   付属品を含む水循環型シャワー設備の取扱説明書を５通用意すること。 


